
平成２７年度当初予算

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 千円

【歳出】 地方消費税交付金(社会保障財源化分)
が充てられる社会保障施策に要する経費 千円

（単位：千円）

国県
支出金

地方債 その他

社会保障財
源化分の地
方消費税交

付金

その他

3 1 2
障 害 者 自 立 支 援
給 付 事 業 費

1,094,241 809,601 150,000 134,640

3 1 3 老 人 福 祉 事 務 費 132,035 16,192 70,000 45,843

3 2 1
児 童 福 祉 法
施 行 事 務 費

1,153,008 617,074 224,909 100,000 211,025

3 3 2 扶 助 費 1,006,000 759,247 1,000 150,000 95,753

3,385,284 2,185,922 0 242,101 470,000 487,261

・社会保障施策に要する経費とは制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための
　施策に要する経費であり、「社会福祉」、「社会保険」、「保健衛生」のいずれかに関する経費である。

・事務費、事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等には充当しない。

款区分 事業名項

・引上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費（社会保障4経費）その他社会保障施策に要する経費」
　に充てるものである。

一般財源

社
会
福
祉

合　　　　計

　消費税率引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費

470,000

5,942,279
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